
（ 総合生活保険）

学研災付帯学生生活総合保険のご案内2 0 2 5学研災付帯学生生活総合保険のご案内2 0 2 5

個人賠償責任
示談交渉サービス付き!

学生本人のケガ
通院1 日から実費を補償！薬代も 補償！

学生本人の病気

育英・ 学資費用救援者費用等

借家人賠償責任（ 一人暮らし 限定）生活用動産（ 一人暮らし 限定）

通院1 日目から 補償! 薬代も 補償!  （ 風邪1 日でも ご請求可能です）通院1 日目から 補償! 薬代も 補償!  （ 風邪1 日でも ご請求可能です）

扶養者に万一の事があった場合、一時金+ 学費実費を補償!

大家さ んへの補償。破損・ 汚損まで補償!学生の生活用品・ 身の回り 品を補償!

3 日以上学生が入院し た場合、駆けつける交通費・ 宿泊費を補償!

保護者の皆さ まへ

本制度は名古屋学院大学が正式に推薦する保障制度です

名古屋学院大学保険相談係
（ 担当窓口 株式会社井高興産）

TEL：0 5 2 -3 3 1 -8 2 5 1 　 ＭＡＩ Ｌ：k ous a n@ ida k a .co .jp

申込締切日 2 0 2 5 年3 月3 1 日(月)

mailto:kousan@idaka.co.jp


ご自宅＊保険会社

（ 加入者証が未着であっても補償開始
日以降の事故については補償さ れま
すのでご安心く ださ い。加入者証到着
までは受領証を保管し てく ださい。）

加入者証を保険期間開始日の
2ヵ月後を目処にお送りします。

＊送付先は扶養者住所です。

2 ,0 0 0 万円正課中・ 学校行事中のケガ
治療日数に応じて定額　 3 千円～3 0 万円

（ 治療日数1 日以上の場合）
4 ,0 0 0 円1 2 0 万円～3 ,0 0 0 万円

治療日数に応じて定額　 6 千円～3 0 万円
（ 治療日数4 日以上の場合）

1 ，0 0 0 万円学校施設内でのケガ（ 課外活動中を除く ） 4 ,0 0 0 円6 0 万円～1 ，5 0 0 万円

治療日数に応じて定額　 3 万円～3 0 万円
（ 治療日数1 4 日以上の場合）

学校施設内外を問わず課外活動中のケガ 1 ，0 0 0 万円 4 ,0 0 0 円6 0 万円～1 ,5 0 0 万円

2024年12月作成24TC-005214

学研災付帯学生生活総合保険は、総合生活保険（ こども 総合補償）のペット ネームです。

こ の保険は（ 公財）日本国際教育支援協会を契約者とし（ 公財）日本国際教育支援協会賛助会員大学に在籍する学生を被保険者と する学研災付帯学生生活総合保険（ 総合生活保険）団

体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則とし て（ 公財）日本国際教育支援協会が有します。

こ のパンフレット は、学研災付帯学総（ 総合生活保険（ こども 総合補償））の概要をご説明し たも のです。ご加入にあたっては必ず「 重要事項説明書」をよく お読みく ださ い。詳細は契

約者である団体の代表者の方にお渡しし てあります保険約款によりますが、ご不明の点がありまし たら 、取扱代理店までお問い合わせく ださ い。なお、ご加入後は「 学研災付帯学総

（ 総合生活保険（ こども 総合補償））補償の概要等」をご確認く ださ い。

こ の保険契約は、以下の保険会社による共同保険であり 、東京海上日動火災保険（ 株）が他の引受保険会社の代理・ 代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受

割合に応じ て、連帯すること なく 単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、各引受割合については（ 公財）日本国際教育支援協会にご確認く ださ い。

〈 引受保険会社〉東京海上日動火災保険（ 株）（ 幹事保険会社）　 あいおいニッセイ 同和損保傷害保険（ 株）

引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
担当室　 愛知公務金融部
名古屋市中区丸の内2 -2 0 -1 9  名古屋東京海上日動ビル　 　 TEL 0 1 2 0 -1 8 8 -0 0 0   FA X  0 5 0 -3 3 8 5 -6 6 1 4

T E L  ：  0 5 2 -3 3 1 -8 2 5 1 　 ＭＡＩ Ｌ  ：  k o u s a n @ id a k a .c o . j p

名古屋学院大学保険相談窓口お問い合わせ先

教育研究活動中（ 正課中、学校行事中、学校が認めた課外活動（ クラブ活動）中、学校施設内（ 寄宿舎を除く ））は、本学が学生の福利厚生向上を目的に4 年次までの全学部生

の全員に対し て手配し ている「 学生教育研究災害傷害保険（ 学研災）」の対象と なります（ 加入手続き は本学で行います）。補償内容は下表のと おりと なりますが、補償

が限定さ れているため「 学研災付帯学生生活総合保険」のご加入をご検討く ださ い。なお、学研災の詳細につきまし ては、本学学生支援室までお問い合わせく ださ い。

取扱幹事代理店 株式会社井高興産
〒4 6 0 -0 0 1 3 　 名古屋市中区上前津1 -4 -1 2 上前津グリ ーンビル7 階

共同取扱代理店 株式会社N G Uプラッツ
〒4 5 6 -0 0 3 6 　 名古屋市熱田区熱田西町1 -2 5  名古屋学院大学内

保険金を請求すると き は

❶事故の通知：事故が発生した場合には、直ちに下記「 お問い合わせ先」または下記引受保険会社にご連絡く ださ い。

❷保険金請求権には、時効（ ３年）がありますのでご注意く ださ い。

❸ケガや病気を被ったとき既に存在し ていたケガや病気の影響等により 、ケガや病気の程度が加重さ れた場合は、お支払いする保険金が削減

さ れること があります。

❹ケガや病気をし た場合の治療費用保険金を請求すると きに、病院等の発行し た領収書等が必要です。また、その他の実費をお支払いする

保険金につきまし ても 、ご負担さ れた費用を確認する領収書等が必要です。

❺ 賠償事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に引受保険会社にご相談く ださ い。引受保険会社の承認

がない場合、保険金を削減してお支払いすること がありますので、ご注意く ださ い。借家人賠償責任については、保険会社が被害者の方と 示談

交渉を行う「 示談交渉サービス」はありませんので、保険の対象と なる方ご自身が被害者の方と 示談交渉を進めていただく こととなります。

❶ Q R コ ード でアクセス
　  く ださ い。

❷ 事前登録
　（ メールアドレスが必要）
❸加入内容の入力
❹加入タ イプの選択
❺コンビニの選択

コ ンビ ニ で 保険料を 払い
込みく ださ い。

（ 払込手続きをもっ て お申込みは
完了し ます。な お、別途シ ス テ ム
使用料（ 3 8 5 円）がかかります。）

２ ．Ｗｅｂ でのご加入

ご加入方法　  下記 1 .2 いずれかの方法でお申し 込みく ださ い（ 入学から 卒業まで１ 度のお手続き で補償さ れます）

補償範囲 死亡保険金額 後遺障害保険金額 医療保険金額 入院加算金額（ 1 日につき）
（ 1 8 0 日を限度）

h ttp s ://tok iom a rine .my .
sa le sfo rce-s ite s .com /
fu ta ig a k uso ? id = 0 2 4 7 1 0 0

ご加入タイプ・ 保険料表より
ご希望の補償内容をお選び
く ださ い。

保険料をご確認のう え
記入例に従い、同封の

「 払込取扱票」に必要事項
をご記入く ださ い。

ゆう ちょ 銀行または郵便局
から 保険料をお振り 込みく
ださ い。

（ 振込手続きをもってお申込みは完
了します。なお、振込手数料は払込
人負担と なります。）

※保険期間は選べません。
　 卒業までの一括払いとなり
　 ます。

１ ．同封の払込取扱票でのご加入

mailto:kousan@idaka.co.jp
https://tokiomarine.my.


育英費用保険金額を全額一度にお支払いし ます。

お支払対象期間中に実際にかかる 授業料等の学資費用
を 支払年度ごと に保険金額を 限度にお支払いし ます。

治療費用保険金（ ＊1 ）（ ＊2 ）

学生本人が国内で1 日以上通院または入院し た場合、

健康保険等の自己負担分を保険金と し てお支払いし ます。

※保険金をお支払いする主な場合、 保険金をお支払いし ない主な場合については、 「 補償の概要等」 をご確認く ださ い。

（ ただし 、死亡・ 後遺障害保険金については正課中、学校行事中、学校が認めた課外活動

（ クラ ブ活動）中、学校施設内（ 寄宿舎を 除く ）の事故は本保険の補償対象ではなく 、学研

災の補償対象と なります。治療費用保険金については本保険の補償対象と なります。）

例／学生が入院し 、保護者が駆けつけたと き 。

例／扶養者が事故で亡く なり 、授業料等が払えなく なったと き 。

2

4

5

3

救援者費用等保険金

育英・ 学資費用保険金（ 天災危険補償特約付＊1 ）

学生本人のケガ（ 天災危険補償特約付） 学生本人の病気学生本人の病気

例／スキー中に木に衝突し 、骨折し たと き 。 例／風邪で通院し たと き。肺炎で入院し たと き 。

国内外で学生本人が保険期間中に住宅外において被っ たケガ、 または病気にかかり 継続し て3 日以上入院し たり 、

搭乗し ている航空機や船舶が遭難し た場合等に、 交通費や宿泊料、 捜索救助費用等をお支払いし ます。

国内外で学生本人が急激かつ偶然な外来の
事故で死亡または後遺障害を 被っ た場合に
保険金をお支払いし ます。

(＊1 )  治療費用保険金のお支払対象期間は、通院または入院を 開始し た日から その日を 含めて6 0 日を 経過し た日の属する 月の末日までと なり ます。
(＊2 )  保険期間の開始時前に発症し た病気、発生し た傷害は対象になりません。（ ただし 、保険期間の開始時より 2 年を経過し た後に開始し た入院または通院については、保険金お支払いの対象と なります。）
(＊3 )  地震もしく は噴火またはこ れらによる津波によるケガも 補償対象と なります。

(＊1 )  地震もしく は噴火またはこ れらによる津波によるケガも 補償対象と なります。

学生本人が病気にかかり 国内で1 日以上通院または入
院し た場合、健康保険等の自己負担分を保険金とし てお
支払いします。（ 歯科疾病治療のための通院、精神障害に
よる入通院、痔核・ 裂肛等による入通院は除きます。）
医師の処方箋に基づき 、薬局（ いわゆる院外薬局）で支
払った薬代も 保険金とし て支払われます。

タ イプのみと なります)(育英費用、学資費用は

国内外で扶養者が急激かつ偶然な外来の事故（ ケガ）によって死亡し たり 、
重度後遺障害を被った場合に補償します。

（ あらかじめ扶養者の方をご指定いただきます。）
なおAタイプ・ Dタイプをお選びいただいた場合は、学資費用について急激
かつ偶然な外来の事故（ ケガ）に加えて扶養者が疾病により 死亡し た場合
も 補償の対象となります。

死亡・ 後遺障害保険金　 　（ ＊3 ）

治療費用保険金（ ＊1 ）（ ＊2 ）（ ＊3）
医療機関の窓口で自己負担し た費用を補償

◆育英費用保険金（ ケガ）

◆学資費用保険金（ ケガ・ 病気）

医療機関の窓口で自己負担し た費用を補償

●払込取扱票の「 扶養者（ 払込人）」欄に署名さ れた方、または
w eb 加入サイト の「 扶養者氏名」欄に入力さ れた方が「 あら
かじ め指定した扶養者」と なります。

個人賠償責任保険金個人賠償責任保険金

国内外で学生本人が偶然な事故により 他人にケガをさ せたり 、他人の物を 壊し てし
まったと きや、国内で他人から 借り た物や預かったも の（ 受託品）（ ＊1 ）を国内外で壊し た
り 盗まれてし まったと き 等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払い
します。個人賠償責任については日本国内での事故（ 訴訟が日本国外の裁判所に提起
さ れた場合等を除きます。）に限り 、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

例／自転車で走行中、通行人にぶつかってケガをさ せたと き 。 ※イ ンタ ーンシッ プ 中やアルバイト 中も 補
償の対象と なり ます。ただし 、それ以外の
職務の遂行に起因する 事故は補償対象
外と なります。

※自動車およびバイク（ 原動機付自転車を
含む）での事故は補償対象外と なります。

（ ＊1）携帯電話、スマート フォン、自転車、コンタクト レンズ、眼鏡等は、受託品に含みません。

※自宅通学生の場合やご親族の住居に下宿し ている場合はご加入できません。

国内で学生本人が火災や水漏れ破損等の偶然な
事故により 借用戸室を損壊し たため、 家主に対
し て法律上の損害賠償責任を負った場合に保険
金をお支払いし ます。 借家人賠償責任について
は、 示談交渉は東京海上日動では行いません。

国内で学生本人が所有する家財が火災や盗難
等の偶然な事故で損害を受けた場合に保険金
をお支払いし ます。

例／空き 巣が入り 、家財が盗難にあったと き 。 例／ぼやを 出し 、天井や壁に損傷を 与えたと き 。

生活用動産保険金 借家人賠償責任保険金

5 ,0 00 円

※自宅通学生の場合やご親族の住居に下宿し ている場合はご加入できません。

※建物外に持ち出し ている間も 補償さ れます。

免責金額〈 自己負担額〉

6 7

1

お電話にて各種医療に関する相談に応じ ます。
また、夜間の救急医療機関や最寄り の医療機関をご案内し ます。

医療機関案内

夜間・ 休日の受付を行っている

救急病院や、 旅先での最寄り の

医療機関等をご案内し ます。

尚、電話番号およびご利用にあたっての詳細は、後日配布するご案内チラシに記載し ています。※こ のサービスは、保険会社の提携先を通じ てご提供いたし ます。※こ のサービスメ ニューは、変更・ 中止と なる場合がありますので、ご了解く ださ い。

※サービスのご利用にあたっては、提携会社の担当者が、「 お名前」「 ご連絡先」「 団体名」等を確認さ せていただきますのでご了承願います。※メ ディ カルアシスト の電話相談は医療行為を行う も のではありません。また、ご案内し た医療機関で受診さ れた

場合の費用はお客様のご負担と なり ます。

予約制専門医相談

様々な診療分野の専門医が、

輪番予約制で専門的な医療・

健康相談を お受けし ます。

緊急医療相談

常駐の救急科の専門医および

看護師が、 緊急医療相談に

2 4  時間お電話で対応し ます。

がん専用相談窓口

がんに関する様々なお悩みに、

経験豊富な医師とメ ディ カ ル

ソーシャルワーカーがお応えします。

転院・ 患者移送手配＊2

転院さ れると き 、 民間救急車や

航空機特殊搭乗手続き 等、

一連の手配の一切を 承ります。

＊ 1  予約制専門医相談は、
　 　 事前予約が必要です
　 　（ 予約受付は、 2 4時間365日）。

＊ 2  実際の転院移送費用は、
　 　 お客様にご負担いただきます。

※ご 加入者および保険の対象と なる方と 、そのご親族（ 以下「 サービ ス
提供対象者」と いいます。）から の直接の相談に限り ます。（ 親族： 配偶
者（ 婚姻の届出をし ていないが事実上婚姻関係と 同様の事情にある
方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と 異なら ない程度の
実質を 備える状態にある方を 含みます。婚約と は異なり ます。）・ 6 親
等以内の血族・ 3 親等以内の姻族）

メ ディ カルアシスト
2 4 時間3 6 5 日受付＊1

名古屋学院大学の学研災付帯学生生活総合保険は、7 つの補償で学生生活をしっかり サポート！



お申し 込み締切日

上記保険料は、全国の被保険者（ 保険の対象と なる方）数が1 0 ,0 0 0 人以上の場合の割引率［ 3 0％］が適用さ れています。詳細についてはパンフレット 裏面のお問い合わせ先までご連絡く ださ い。

本パンフレット 記載のご加入タ イ プは、職種級別Aに該当する方（ 継続的に職業に従事し ていない学生等）用です。

以下に該当する職業に継続的に従事し ている方は職種級別Bと なり 保険料が異なります。必ずお問い合わせ先までご連絡く ださ い。（ ご加入後に該当することと なった場合も 、遅滞なく

ご連絡く ださ るよう お願いします。）「 自動車運転者」「 建設作業者」「 農林業作業者」「 漁業作業者」「 採鉱・ 採石作業者」「 木・ 竹・ 草・ つる製品製造作業者」（ 以上6 職種）

（ ＊1 ）情報機器内のデータ 破損は 1 事故 5 0 0 万円限度と なります。

（ ＊2 ）教育研究活動中の事故は、 本保険の補償対象ではなく 、 学研災の補償対象となります。

（ ＊3 ）お支払対象期間は通院または入院を開始し た日から その日を含めて 6 0 日を経過

した日の属する月の末日までと なります。

（ ＊4 ）独立生計の学生はお選びいただけません。 C・ F タ イ プをお選びいただく か、

パンフレット 裏面のお問い合わせ先までご連絡く ださ い。

（ ＊5 ）学業費用支払期間（ 保険責任の開始日から 学業費用（ 学資費用） の支払対象期間

の終了日までの期間） はそれぞれ卒業予定年次までの期間です。

（ ＊6 ）一人暮ら し の学生の方であっ ても 自宅生用タ イ プ（ A・ B・ C） にご加入いただく こ と が可能です。

（ ＊7 ）保険の対象と なる方の範囲

この保険の対象と なる方は、 本学に在籍し 学研災に加入している学生に限ります（ 本学では学研災に学生全員加入し ています。

退学等の場合は、 原則中途脱退の手続き が必要と なりますので、 引受保険会社までご連絡く ださ い。）。

（ ＊8 ）扶養者の指定

扶養者とし て指定できるのは、 原則とし て、 保険の対象と なる方の親権者であり 、 かつ保険の対象と なる方の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担し て、

保険の対象と なる方の生計を主に支えている方とします（ 保険の対象と なる方が成年に達し ている場合は、 親権者である必要はありません。）。

保 険 期 間 卒 業 予 定 年 次 に 応 じ て

4 年間分

2 年間分

2 0 2 5 年4 月1日（ 午前0 時）より
2 0 2 9 年4 月1日（ 午後4 時）まで4 年間

2 0 2 5 年4 月1日（ 午前0 時）より
2 0 2 7 年4 月1日（ 午後4 時）まで2 年間

202 9年3月
卒業予定者

202 7年3月
卒業予定者

※締切日以降は名古屋学院大学保険相談窓口

株式会社井高興産までご連絡く ださ い。

天災危険補償特約付

地震・ 噴火・ 津波による
ケガも 補償

自 宅 か ら 通 学 の 学 生
一人暮らし の方も ご加入いただく こと が可能です。

一 人 暮 ら し の 学 生

死亡・ 後遺障害（ ＊2 ）

ご加入タ イ プ

202 9
学部生用（ 4 年間分保険料）

大学院生用（ 2年間分保険料）
202 7

保
険
料

（
卒
業
ま
で
の
一
括
払
）

個人賠償責任（ ＊1） 3 11 事故  国内： 億円 海外： 億円 限度 3 11 事故  国内： 億円 海外： 億円 限度

治療費用実費

3 0 0 万円 3 0 0 万円

3 0 0 万円3 0 0 万円

1 0 0 万円 1 0 0 万円

1 0 0 万円1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 事故 5 0 0 万円 限度補償対象外

補償対象外

補償対象外

一時金

1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 0 0 万円

一時金

1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 0 0 万円

補償対象外

補償対象外 補償対象外

5 0 万円

1日あたり

1日あたり

8 0 ,7 9 0 円 5 0 ,0 1 0 円 3 7 ,0 8 0 円 8 8 ,3 7 0 円 5 7 ,5 9 0 円 4 4 ,6 6 0 円

3 3 ,8 7 0 円 2 5 ,6 5 0 円 1 9 ,9 6 0 円 3 7 ,9 5 0 円 2 9 ,7 3 0 円 2 4 ,0 4 0 円

（ 約31円）（ 約39円）（ 約60円）（ 約25円）（ 約34円）（ 約55円）

（ 約33円）（ 約41円）（ 約52円）（ 約27円）（ 約35円）（ 約46円）

3

5

6

7

2

1

4保
険
金
額

一時金

1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 0 0 万円

一時金

1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 0 0 万円

支払年度ごとに

1 0 0 万円

2 0 2 5 年 3 月 3 1 日（ 月）



学研災付帯学総（ 総合生活保険（ こ ども 総合補償）） 〈 補償の概要等〉
20 2 5 年 4 月以降始期用

補償の概要等は約款の概要を ご紹介し たも ので す。 ご加入いただく タ イ プによっ ては保険金お支払いの対象と なら ない場合があり ま す。 ご加入のタ イ プの詳
細については、 パン フ レ ッ ト 等を ご確認く ださ い。 保険金支払の対象と なっ ていない身体に生じ た障害の影響等によ っ て、 保険金を 支払う べき ケガの程度が
重大と なっ た場合は、 東京海上日動（ 以下「 弊社」 と いいます。） は、 その影響がなかっ たと き に相当する金額を お支払いし ます。
詳細は、 パンフ レッ ト 等記載のお問い合わせ先までご連絡く ださ い。

保険金をお支払いする主な場合 保険金を お支払いし ない主な場合

注
（
約
特
本
基
償
補
害
傷

1
）

金
険
保
亡
死 事故の日から その日を含めて 1 8 0 日以内に死亡さ れた場合

▶ 死亡・ 後遺障害保険金額の全額をお支払いし ます。
※1 事故について、 既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、 死亡・ 後遺障害保険金

額から 既に支払われた金額を差し 引いた額をお支払いし ます。

・ 保険の対象と なる方の故意または重大な過失によっ て生じ たケガ
・ 保険金の受取人の故意または重大な過失によっ て生じ たケガ（ その方が受け取るべき 金

額部分）
・ 保険の対象と なる方の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為によっ て生じ たケガ
・ 無免許運転、 酒気帯び運転をし ている場合に生じ たケガ
・ 脳疾患、 疾病または心神喪失およびこ れら によっ て生じ たケガ
・ 妊娠、 出産、 早産または流産によっ て生じ たケガ
・ 外科的手術等の医療処置（ 保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。） によっ

て生じ たケガ
・ ピッ ケル等の登山用具を使用する山岳登はん、 ハンググラ イ ダー搭乗等の危険な運動等

を行っ ている間に生じ た事故によっ て被っ たケガ
・ オート バイ ・ 自動車競争選手、 自転車競争選手、 猛獣取扱者、 プロボク サー等の危険な

職業に従事し ている間に生じ た事故によっ て被っ たケガ
・ 自動車等の乗用具による競技、 試運転、 競技場でのフ リ ー走行等を行っ ている間に生じ

た事故によっ て被っ たケガ
・ むちう ち症や腰痛等で、 医学的他覚所見のないも の 等

金
険
保
害
障
遺
後

事故の日から その日を含めて 1 8 0 日以内に身体に後遺障害が生じ た場合
▶ 後遺障害の程度に応じ て死亡・ 後遺障害保険金額の4 ％～ 1 0 0 ％をお支払いし ます。
※1 事故について死亡・ 後遺障害保険金額が限度と なり ます。
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金
険
保
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費
療
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保険の対象と なる方が病気やケガによっ て保険期間中に国内で入院または通院を開始し た
場合
▶ 保険の対象と なる方が負担し た一部負担金＊1 をお支払いし ます。 ただし 、 同一の病気

やケガ（ 医学上重要な関係がある 病気やケガを含みます。） によ る入院＊2 または通院
＊3 について、 入院または通院を 開始し た日から その日を 含めて 6 0 日を 経過し た日の
属する月の末日までの入院または通院により 負担し た額に限り ます。

※医師の処方箋に基づき、 薬局（ いわゆる院外薬局） で支払っ た薬代についても お支払い
の対象と なり ます。

※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が
差し 引かれるこ と があり ます。

※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ
ていると き には、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

※次のいずれかの給付等がある場合は、 その額を保険の対象と なる方が負担し た額から 差
し 引く も のと し ます。
●公的医療保険制度を定める法令により 支払われるべき 高額療養費
●公的医療保険制度を定める法令の規定により 、 一部負担金を支払っ た保険の対象と な

る 方に対し て、 その支払っ た一部負担金に相当する 額の範囲内で行われる べき 給付
（ いわゆる「 附加給付」 ＊4 ）

●保険の対象と なる方が負担し た一部負担金について第三者により 支払われた損害賠償
金

●保険の対象と なる方が被っ た損害を補てんするために行われたその他の給付（ 他の保
険契約または共済契約により 支払われた治療費用保険金に相当する 保険金を 除き ま
す。）

＊1  公的医療保険制度における一部負担金、 一部負担金に相当する費用、 入院時の食事療
養または生活療養に要し た費用のう ち食事療養標準負担額または生活療養標準負担額
をいいます。 事後に還付金が発生する場合等は自己負担額から 控除し ます。

＊2  退院後、 その日を含めて 1 8 0 日を 経過し た日の翌日以降に再入院し た場合は、 再入
院は前の入院と 異なるも のと みなし ます。

＊3  通院日から その日を 含めて 1 8 0 日を 経過し た日の翌日以降に再度通院し た場合は、
後の通院は前の通院と 異なるも のと みなし ます。

＊4  附加給付と は健康保険組合、 各種共済組合等がその規約等で定めると こ ろにより 、 一
部負担金を支払っ た者に対し 、 その額の範囲内で支給する上乗せ給付をいいます。

・ 地震・ 噴火またはこ れら による津波によっ て生じ た病気による入院または通院
・ 保険の対象と なる方の故意または重大な過失によっ て生じ た病気やケガによる入院また

は通院
・ 保険金の受取人の故意または重大な過失によっ て生じ た病気やケガによる入院または通

院（ その方が受け取るべき金額部分）
・ 保険の対象と なる方の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為によっ て生じ た病気やケガに

よる入院または通院
・ 無免許運転、 酒気帯び運転をし ている場合に生じ た病気やケガによる入院または通院
・ 保険の対象と なる方が被っ た精神病性障害、 知的障害、 人格障害、 アルコ ール依存およ

び薬物依存等の精神障害＊1 を原因と し て生じ た入院または通院
・ 麻薬、 大麻、 あへん、 覚せい剤、 危険ド ラ ッ グ、 シンナー等の使用によっ て生じ た病気

やケガによる入院または通院
・ 先天性疾患＊2 による入院または通院
・ 妊娠または出産による入院または通院。 ただし 、「 療養の給付」 等の支払の対象と なる

場合は、 こ の規定は適用し ません。
・ 痔核、 裂肛または痔瘻による入院または通院
・ ピッ ケル等の登山用具を使用する山岳登はん、 ハンググラ イ ダー搭乗等の危険な運動等

を行っ ている間に生じ た事故によっ て被っ たケガによる入院または通院
・ 自動車等の乗用具を用いて競技、 試運転、 競技場でのフ リ ー走行等を行っ ている間に生

じ た事故によっ て被っ たケガによる入院または通院
・ 歯科疾病の治療のための通院
・ むちう ち症や腰痛等で、 医学的他覚所見のないも のによる入院または通院
・ こ の契約が継続さ れてき た最初の保険契約（ 初年度契約と いいます。） の保険始期時点

で、 既に被っ ている病気やケガによる入院または通院＊3
等 

＊1  平成2 7 年2 月1 3 日総務省告示第3 5 号に定めら れた分類項目中の分類番号F0 0 から
F9 9 に規定さ れた内容に準拠し ます。

＊2  平成2 7 年2 月13 日総務省告示第35 号に定めら れた分類項目中の分類番号Q 0 0 か
ら Q 9 9 に規定さ れた内容に準拠し ます。

＊3  初年度契約の保険始期時点で、 既に被っ ている病気やケガについても 、 初年度契約の
保険始期日から 1 年（ 保険期間が1 年を超えるご契約の場合は、 2 年と なり ます。  ） を
経過し た後に開始し た入院または通院については、 保険金のお支払いの対象と し ます。
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国内外において以下のよう な事故により 、 他人にケガ等をさ せたり 、 他人の財物（ 情報機
器等に記録さ れた情報を含みます。） ＊1 を壊し て法律上の損害賠償責任を負う 場合
●保険の対象と なる学生本人の日常生活に起因する偶然な事故
※学生本人の日常生活に起因する偶然な事故に関し 、 個人賠償責任の保険の対象と なる方

については、 学生本人の親権者、 その他の法定の監督義務者および代理監督義務者が賠
償責任を負っ た場合も 含みます。

●保険の対象と なる学生本人が居住に使用する住宅の所有、 使用または管理に起因する偶
然な事故

※学生本人が居住に使用する住宅の所有・ 使用・ 管理に起因する偶然な事故に関し 、 個人
賠償責任の保険の対象と なる方については学生本人の親権者、 その他の法定の監督義務
者および代理監督義務者が賠償責任を負っ た場合も 含みま す。（ 代理監督義務者につい
ては、 学生本人に関する事故に限り ます。）

▶ 1 事故について保険金額＊2 を限度に保険金をお支払いし ます。
※国内での事故（ 訴訟が国外の裁判所に提起さ れた場合等を除きま す。） に限り 、 示談交

渉は原則と し て弊社が行います。
※弊社と の直接折衝について相手方の同意が得ら れない場合や保険の対象と なる方に損害

賠償責任がない場合等には、 弊社は相手方と の示談交渉はできませんのでご注意く ださ
い。

※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が
差し 引かれるこ と があり ます。

※記載し ている保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする
場合があり ます。

※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ
ていると き には、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

＊1  保険の対象と なる方が国内で受託し た財物（ 受託品） が、 国内外での住宅内に保管ま
たは一時的に住宅外で管理さ れている間に損壊・ 盗取さ れたこ と により 、 受託品につ
いて正当な権利を有する方に対し て法律上の損害賠償責任を負う 場合についても 、 損
害額（ 損害賠償責任の額） について保険金をお支払いし ます。 ただし 、 損害額は時価
額＊3 を限度と し ます。（ 受託品に係る賠償責任補償条項）

 なお、 以下のも のは補償の対象と なり ません。
 ・  自動車（ ゴルフ ・ カ ート を含みます。）・ 自転車、 船舶等　 ・ サーフ ボード 、 ラ ジコ

ン模型　 ・ ド ローン　 ・ 携帯電話、 スマート フ ォ ン、 モバイ ルW i-Fi ルータ ー等
 ・ コ ンタ ク ト レンズ、 眼鏡等　 ・ 手形その他の有価証券等
 ・ ク レジッ ト カ ード や稿本、 設計書、 帳簿等　 ・ 商品・ 製品や設備・ 什器（ じ ゅう き）
 ・ 動物、 植物等の生物　 ・ 乗車券、 通貨等 ・ 貴金属、 宝石、 美術品等

等 
＊2  情報機器等に記録さ れた情報の損壊に起因する 損害賠償責任については、 5 0 0 万円

が支払限度額と なり ます。
＊3  同じ も のを新たに購入するのに必要な金額から 使用による消耗分を控除し て算出し た

金額をいいます。

・ ご契約者または保険の対象と なる方（ 受託品に係る賠償責任補償条項については、 その
同居の親族も 含みます。） 等の故意によっ て生じ た損害

・ 地震・ 噴火またはこ れら による津波によっ て生じ た損害
・ 職務（ アルバイ ト およびイ ンタ ーンシッ プを除きま す。） の遂行に直接起因する損害賠

償責任（ 仕事上の損害賠償責任＊1） によっ て保険の対象と なる方が被る損害 
・ 保険の対象と なる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によっ て保険の対象と

なる方が被る損害
・ 第三者と の間の特別な約定により 加重さ れた損害賠償責任によっ て保険の対象と なる方

が被る損害
・ 借り た財物を壊し たことによる、 その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象と な

る方が被る損害（ 受託品に係る賠償責任補償条項についてはお支払いの対象と なります。）
・ 心神喪失に起因する損害賠償責任によっ て保険の対象と なる方が被る損害
・ 航空機、 船舶、 車両＊2 ＊3 または銃器（ 空気銃を除きます。） の所有、 使用または管理

に起因する損害賠償責任によっ て保険の対象と なる方が被る損害
＜受託品に係る賠償責任補償条項のみ＞
・ 受託品が委託者に引き 渡さ れた後に発見さ れた受託品の損壊に起因する損害賠償責任に

よっ て保険の対象と なる方が被る損害
・ 受託品を使用不能にし たこ と に起因する損害賠償責任（ 収益減少等） によっ て保険の対

象と なる方が被る損害
・ 保険の対象と なる方の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為による損害
・ 無免許運転、 麻薬等を使用し ての運転、 酒気帯び運転をし ている間に生じ た事故による損害
・ 差し 押え、 収用、 没収、 破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
・ 受託品が通常有する性質や性能を欠いているこ と に起因し て生じ た損害
・ 自然の消耗またはさ び・ かび等による損害
・ すり 傷、 かき傷、 塗料の剥がれ落ち等の単なる外観上の損傷であっ てその保険の対象が

有する機能の喪失または低下を伴わない損害
・ 受託品に対する加工や修理・ 点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
・ 電気的または機械的事故に起因する損害
・ 受託品の置き忘れまたは紛失（ 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。） に起因する損害

等 
＊1  保険の対象と なる方がゴルフ の競技または指導を職業と し ている方以外の場合、 ゴル

フ の練習、 競技または指導＊4 中に生じ た事故による損害賠償責任は除き ます。
＊2  ゴルフ 場構内におけるゴルフ ・ カ ート を除き ますが、 運転するゴルフ ・ カ ート 自体の

損壊等は、 補償の対象と なり ません。
＊3  受託品に係る賠償責任補償条項については車両の所有、 使用または管理に起因する損

害賠償責任によっ て保険の対象と なる方が被る損害は、 お支払いの対象と なり ます。
＊4  ゴルフ の練習、 競技または指導に付随し てゴルフ 場、 ゴルフ 練習場敷地内で通常行わ

れる更衣、 休憩、 食事または入浴等の行為を含みます。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いし ない主な場合
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病 国内外において保険期間中に生じ た以下のよう な事由により 、 保険の対象と なる方または

その親族等が捜索救助費用や現地へ赴く ための交通費・ 宿泊料等を負担し た場合
●保険の対象と なる方が搭乗し ている航空機・ 船舶が行方不明になっ たまたは保険の対象

と なる方が遭難し た場合
●急激かつ偶然な外来の事故により 、 保険の対象と なる方の生死が確認できない場合また

は緊急の捜索・ 救助活動を要する状態になっ たこ と が公的機関により 確認さ れた場合
●保険の対象と なる方の居住に使用さ れる住宅外において被っ た急激かつ偶然な外来の事

故による ケガのため、 保険の対象と なる 方が事故の日から その日を 含めて 1 8 0 日以内
に死亡または継続し て 3 日以上入院し た場合

●疾病により 死亡、 または保険期間中に発病し 疾病のため継続し て 3 日以上入院さ れたと
き （ ただし 、 責任期間中に入院を開始し ていた場合に限り ます。）

等 
▶ 1 事故について保険金額を限度に保険金をお支払いし ます。
※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が

差し 引かれるこ と があり ます。
※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ

ていると きには、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

・ ご契約者または保険の対象と なる方等の故意または重大な過失によっ て生じ た損害
・ 保険金の受取人の故意または重大な過失によっ て生じ た損害（ その方が受け取るべき金

額部分）
・ 地震・ 噴火またはこ れら による津波によっ て生じ た損害
・ 保険の対象と なる方の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為によっ て生じ た損害
・ 無免許運転、 酒気帯び運転をし ている場合に生じ た事故によっ て生じ た損害
・ 妊娠、 出産、 早産または流産によっ て生じ た損害
・ 外科的手術等の医療処置（ 保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。） によっ

て生じ た損害
・ ピッ ケル等の登山用具を使用する山岳登はん、 ハンググラ イ ダー搭乗等の危険な運動等

を行っ ている間に生じ た事故によっ て生じ た損害
・ むちう ち症や腰痛等で、 医学的他覚所見のないも のによる損害
・ こ の契約が継続さ れて き た最初の保険契約（ 初年度契約と いいます。） の保険始期時点

で、 既に被っ ている病気による入院＊1
等 

＊1  初年度契約の保険始期時点で、 既に被っ ている病気についても 、 初年度契約の保険始
期日から 1 年（ 保険期間が1 年を 超える ご契約の場合は、 2 年と なり ます。） を 経過
し た後に開始し た入院については、 保険金のお支払いの対象と し ます。
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扶養者＊1 が急激かつ偶然な外来の事故により ケガをさ れ、 事故の日から その日を含めて
1 8 0 日以内に死亡または重度後遺障害が生じ 、 保険の対象と なる 方が扶養者に扶養さ れ
なく なっ たこ と により 損害が生じ た場合
▶ 育英費用保険金額の全額をお支払いし ます。

（ 重度後遺障害の例）
●両目が失明し たも の
●咀し ゃ く および言語の機能を廃し たも の
●神経系統の機能または精神に著し い障害を残し 、 常に介護を要するも の　 等
※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が

差し 引かれるこ と があり ます。
※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ

ていると きには、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

＊1  加入依頼書等に「 保険の対象と なる方の扶養者」 と し て記載さ れた方をいいます。

・ ご契約者、 保険の対象と なる方または扶養者の故意または重大な過失によっ て生じ たケ
ガによる扶養不能状態

・ 保険金の受取人の故意または重大な過失によっ て生じ たケガによる扶養不能状態（ その
方が受け取るべき 金額部分）

・ 扶養者の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為によっ て生じ たケガによる扶養不能状態
・ 扶養者が無免許運転、 酒気帯び運転をし ている場合に生じ たケガによる扶養不能状態
・ 扶養者の脳疾患、 疾病または心神喪失によっ て生じ たケガによる扶養不能状態
・ 扶養者の妊娠、 出産、 早産または流産によっ て生じ たケガによる扶養不能状態
・ 扶養者に対する外科的手術等の医療処置（ 保険金が支払われるケガを治療する場合を除

きます。） によっ て生じ たケガによる扶養不能状態
・ むちう ち症や腰痛等で、 医学的他覚所見のないも のによる扶養不能状態
・ 扶養者が扶養不能状態になっ たと き に保険の対象と なる方を扶養し ていない場合

等 
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扶養者＊1 が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により ケガをさ れ、 事故の日からその日
を含めて180 日以内に死亡または重度後遺障害が生じ 、 保険の対象と なる方が扶養者に扶養
さ れなく なったことにより 、 支払対象期間＊2 中に学資費用＊3 を負担し た場合
▶ 支払対象期間中の支払年度ごと に学資費用保険金額を限度と し て、 負担し た学資費用の

実額をお支払いし ます。
（ 重度後遺障害の例）
●両目が失明し たも の
●咀し ゃ く および言語の機能を廃し たも の
●神経系統の機能または精神に著し い障害を残し 、 常に介護を要するも の

等 
※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が

差し 引かれるこ と があり ます。
※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ

ていると きには、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

＊1  加入依頼書等に「 保険の対象と なる方の扶養者」 と し て記載さ れた方をいいます。
＊2  扶養者が扶養不能状態と なっ た日の翌日から 、 契約により 取り 決めた学業費用支払終

期までの期間をいいます。
＊3  以下の費用をいいます。

■授業料、 教科書代、 施設設備費、 実験費、 実習費、 体育費、 施設設備管理費等、 学
校＊4 の指示に基づいて学校＊4 に納付または業者から 購入する、 在学期間中に毎
年必要と なる費用

■学校＊4 の指示に基づいて学校＊4 に納付または業者から 購入する教材費＊5
＊4  学校教育法に基づく 学校、 児童福祉法に定める保育所、 外国大学日本校等をいいます。
＊5  制服代を含みます。
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扶養者＊1 が、 保険期間中に病気により 死亡さ れ、 保険の対象と なる方が扶養者に扶養さ
れなく なっ たこ と により 、 支払対象期間＊2 中に学資費用＊3 を負担し た場合
▶ 支払対象期間中の支払年度ごと に疾病学資費用保険金額を限度と し て、 負担し た学資費

用の実額をお支払いし ます。
※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が

差し 引かれるこ と があり ます。
※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ

ていると きには、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

＊1  加入依頼書等に「 保険の対象と なる方の扶養者」 と し て記載さ れた方をいいます。
＊2  扶養者が扶養不能状態と なっ た日の翌日から 、 契約により 取り 決めた学業費用支払終

期までの期間をいいます。
＊3  以下の費用をいいます。

■授業料、 教科書代、 施設設備費、 実験費、 実習費、 体育費、 施設設備管理費等、 学
校＊4 の指示に基づいて学校＊4 に納付または業者から 購入する、 在学期間中に毎
年必要と なる費用

■学校＊4 の指示に基づいて学校＊4 に納付または業者から 購入する教材費＊5
＊4  学校教育法に基づく 学校、 児童福祉法に定める保育所、 外国大学日本校等をいいます。
＊5  制服代を含みます。

・ 地震・ 噴火またはこ れら による津波によっ て発病し た病気による扶養不能状態＊1
・ ご契約者、 保険の対象と なる方または扶養者の故意または重大な過失によっ て発病し た

病気による扶養不能状態
・ 保険金の受取人の故意または重大な過失によっ て発病し た病気による扶養不能状態（ そ

の方が受け取るべき金額部分）
・ 扶養者の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為によっ て発病し た病気による扶養不能状態
・ 扶養者が無免許運転、 酒気帯び運転をし ている場合に発病し た病気による扶養不能状態
・ 扶養者の妊娠、 出産、 早産または流産によっ て発病し た病気による扶養不能状態
・ 麻薬、 大麻、 あへん、 覚せい剤、 危険ド ラ ッ グ、 シンナー等の使用によっ て発病し た病

気による扶養不能状態
・ むちう ち症や腰痛等で、 医学的他覚所見のないも のによる扶養不能状態
・ 学業費用補償特約により 保険金をお支払いするケガに起因する病気による扶養不能状態
・ 扶養者が扶養不能状態になっ たと き に保険の対象と なる方を扶養し ていない場合
・ こ の保険契約が継続さ れてき た最初の保険契約（ 初年度契約と いいます。） の保険始期

時点で、 既に被っ ている病気による扶養不能状態＊2
等 

＊1  該当し た扶養者の増加が、 こ の保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、 その
程度に応じ 、 保険金の全額をお支払いするこ と や、 その金額を削減し てお支払いする
こ と があり ます。

＊2  初年度契約の保険始期時点で、 既に被っている病気による扶養不能状態についても 、 初
年度契約の保険始期日から 1 年（ 保険期間が1 年を超えるご契約の場合は、 2 年と なり
ます。） を経過し た後に扶養不能状態になったと きは、保険金のお支払いの対象と し ます。
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）

国内において、 保険の対象と なる方が所有する家財の損害が生じ た場合
▶ 損害額（ 修理費） から 免責金額（ 自己負担額： 1 事故について 5,00 0 円） を差し 引いた

額を、 保険期間を通じ て（ 保険期間が1 年を超える場合は保険年度ごと に） 保険金額を
限度に保険金と し てお支払いし ます。 ただし 、損害額は再取得価額＊1 を限度と し ます。

※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が
差し 引かれるこ と があり ます。

※記載し ている保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする
場合があり ます。

※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ
ていると きには、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

※以下のも のは補償の対象と なり ません。
自動車、 原動機付自転車、 船舶、 サーフ ボード 、 ラジコン模型、 ド ローン、 携帯電話、 ス
マート フォン、モバイルW i-Fiルータ ー、モバイルデータ 通信機能を有するタ ブレッ ト 端末、
コンタ クト レンズ、 眼鏡、 手形その他の有価証券、 クレジッ ト カード 、 設計書、 帳簿、 商
品・ 製品や設備・ 什器（ じ ゅう き）、 動物や植物等の生物、 データ やプログラム等の無体物、
定期券、 乗車券、 通貨、 貴金属、 宝石、 美術品、 親族が居住する建物内に所在する家財

等 
＊1  同じ も のを新たに購入するのに必要な金額をいいます。

・ ご契約者、 保険の対象と なる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によっ
て生じ た損害

・ 地震・ 噴火またはこ れら による津波によっ て生じ た損害
・ 保険の対象と なる方の闘争行為、 自殺行為または犯罪行為による損害
・ 無免許運転、 酒気帯び運転をし ている間に生じ た事故による損害
・ 差し 押え、 収用、 没収、 破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
・ 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いているこ と に起因し て生じ た損害
・ 自然の消耗または劣化、 変色、 さ び、 かび、 ひび割れ、 虫食い等による損害
・ 保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり 傷、 かき 傷、 塗料の剝がれ落

ち、 単なる外観上の損傷や汚損による損害
・ 保険の対象に対する加工や修理・ 点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
・ 電気的または機械的事故に起因する損害
・ 保険の対象の置き 忘れまたは紛失（ 置き 忘れまたは紛失後の盗難を含みます。） に起因

する損害
・ 詐欺または横領に起因する損害
・ 風、 雨、 雪、 雹（ ひょ う ）、 砂塵（ さ じ ん） 等の吹き 込みや浸み込みまたは漏入により

生じ た損害
等 
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責 国内における借用戸室＊1 での事故により 、 貸主に対し て法律上の損害賠償責任を負う 場合

▶ 1 事故について保険金額を限度に保険金をお支払いし ます。
※示談交渉は弊社では行いません。
※他の保険契約または共済契約から 保険金または共済金が支払われた場合には、 保険金が

差し 引かれるこ と があり ます。
※記載し ている保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする

場合があり ます。
※保険の対象と なる方またはそのご家族が、 補償内容が同様の保険契約を他にご契約さ れ

ていると きには、 補償が重複するこ と があり ます。 ご加入にあたっ ては補償内容を十分
ご確認く ださ い。

＊1  転居し た場合は転居先の借用戸室をいいます。
※借家人賠償責任の保険の対象と なる方については、 学生本人が、 未成年者または責任無

能力者である場合は、 学生本人の親権者、 その他の法定の監督義務者および代理監督義
務者（ 学生本人の親族に限り ます。） も 保険の対象と なる方に含みます（ 学生本人に関
する事故に限り ます。）。

・ ご契約者または保険の対象と なる方等の故意によっ て生じ た損害
・ 地震・ 噴火またはこ れら による津波によっ て生じ た損害
・ 心神喪失によっ て生じ た損害
・ 借用戸室の改築、 増築、 取り こ わし 等の工事によっ て生じ た損害
・ 借用戸室の貸主と の間の特別な約定により 加重さ れた損害賠償責任によっ て保険の対象

と なる方が被る損害
・ 借用戸室を貸主に引き渡し た後に発見さ れた借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任に

よっ て保険の対象と なる方が被る損害
等 

こ のパン フ レ ッ ト は総合生活保険（ こ ども 総合補償） の概要を ご紹介し たも のです。 ご加入にあたっ ては、 必ず「 重要事項説明書」 を よく お読みく ださ い。
ご不明な点等がある場合には、 パンフ レ ッ ト 等記載のお問い合わせ先までご連絡く ださ い。

（ 注1 ） 保険の対象と なる方が在籍する学校の管理下＊1 外の急激かつ偶然な外来の事故によ
り ケガ＊2 をし た場合に保険金をお支払いし ます。
＊1  学校の管理下と は、 次に掲げる間をいいます。
①学校等の正課中および学校行事に参加し ている間
② 学校の施設（ 寄宿舎を 除き ます。） 内にいる間。 ただし 、 学校等が禁じ た時間も し

く は場所にいる間または学校等が禁じ た行為を行っ ている場合を除きます。
③学校施設外で学校等に届け出た課外活動を行っ ている間

＊2   ケガには、 有毒ガスまたは有毒物質によ る 急性中毒、 細菌性食中毒およ びウイ
ルス性食中毒＊3 を含みます。 なお、 職業病、 テニス肩のよう な急激性、 偶然性、
外来性のいずれかまたはすべてを 欠く ケースについては、 保険金お支払いの対
象と なり ませんのでご注意く ださ い。

＊3   細菌性食中毒等補償特約が自動セッ ト さ れます。

（ 注2 ） 入院諸費用保険金および先進医療費用保険金不担保特約（ 医療費用補償用） がセッ ト
さ れています。

（ 注3 ） 新価保険特約（ 住宅内生活用動産用） がセッ ト さ れています。



保険の内容に関するご意見・ ご相談等 指定紛争解決機関

東京海上日動火災保険株式会社

保険の内容に関するご意見・ ご相談等

はパン フ レ ッ ト 等記載のお問い合わせ

先にて承り ます。

一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽＡ Ｄ Ｒ センタ ー

弊社は、 保険業法に基づく 金融庁長官の指定を受け
た指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保
険協会と 手続実施基本契約を締結し ています。
弊社と の間で問題を解決できない場合には、 同協会
に解決の申し 立てを行う こ と ができます。

詳し く は、同協会のホームページをご確認
く ださ い。（ http s://w w w .sonpo .o r.jp /)

 
＜通話料有料＞

IP電話から は0 3 -4 3 3 2 -5 2 4 1 を ご利用く ださ い。

受付時間： 平日 午前 9 時 15 分～午後 5 時
（ 土・ 日・ 祝日・ 年末年始はお休みと さ せていただきます。）

ご加入前に必ずご理解いただき たい大切な情報を 記載し ています。 必ず最後までお読みく ださ い。
※ご家族等を保険の対象と なる方と する場合には、 本内容を保険の対象と なる方全員にご説明く ださ い。
※ご不明な点や疑問点があり まし たら 、 パンフ レッ ト 等記載のお問い合わせ先までご連絡く ださ い。

［ マーク のご説明］
契約概要　  保険商品の内容をご理解

いただく ための事項
注意喚起情報　  ご加入に際し てお客様にと っ て不利益に 

なる事項等、 特にご注意いただきたい事項

必ずお読みく ださ い

重要事項説明書〔 契約概要・ 注意喚起情報のご説明〕

総合生活保険
（ こ ど も 総合補償）
にご 加入いただく皆様へ

Ⅰ　 ご加入前におけるご確認事項

1  商品の仕組み 
こ の保険は、（ 公財） 日本国際教育支援協会をご契約者と し 、（ 公財） 日本
国際教育支援協会賛助会員学校に在籍する学生を保険の対象と なる方と す
る団体契約です。 保険証券を請求する権利、 保険契約を解約する権利等は
原則と し てご契約者が有し ます。 ご契約者と なる団体や基本と なる補償、
ご加入者のお申出により 任意にご加入いただける特約等はパンフ レッ ト 等
に記載のと おり です。
こ の保険は、 ご加入者が団体の構成員等である こ と を 加入条件と し てい
ます。 ご加入いただける保険の対象と なる方ご本人の範囲等につきまし て
は、 パンフ レッ ト 等をご確認く ださ い。 ご加入いただける保険の対象と な
る方ご本人の範囲に該当し ない方がご加入さ れた場合、 ご加入を取消し さ
せていただく こ と があり ます。

2  基本と なる補償および主な特約の概要等 
基本と なる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、 “保険金をお支払い
し ない主な場合”や主な特約の概要等につきまし ては、 パンフ レッ ト 等を
ご確認く ださ い。

3  補償の重複に関するご注意 
以下の特約をご契約さ れる場合で、 保険の対象と なる方またはそのご家族
が、 補償内容が同様の保険契約＊1 を 他にご契約さ れている と き には、 補
償が重複するこ と があり ます。 補償が重複すると 、 対象と なる事故につい
て、 どちら のご契約から でも 補償さ れますが、 いずれか一方のご契約から
は保険金が支払われない場合があり ます。 補償内容の差異や保険金額をご
確認のう えで、 特約等の要否をご検討く ださ い＊2。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●住宅内生活用動産
特約 ●救援者費用等補償特約 ●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●
疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約 
＊1 総合生活保険（ こども総合補償） 以外の保険契約にセット さ れる特約や

東京海上日動（ 以下、「 弊社」 といいます。） 以外の保険契約を含みます。
＊2 1 契約のみにセッ ト する場合、 将来、 そのご契約を 解約し たと き や、

同居から 別居への変更等により 保険の対象と なる方が補償の対象外に
なったと き等は、補償がなく なること があり ますので、ご注意く ださ い。

4  保険金額等の設定 
この保険の保険金額等はあらかじ め定められたタ イプ
の中からお選びいただく こと と なり ます。 タ イプにつ
いての詳細はパンフレット 等をご確認く ださ い。 保険
金額等の設定は、 高額療養費制度や労災保険制度等
の公的保険制度を踏まえご 検討く ださ い。 公的保険
制度の概要につきまし ては、 金融庁のホームページ

（ https://w w w .fsa.go .jp/ordinary/insurance-portal.htm l）等をご確認く ださい。

5  保険期間および補償の開始・ 終了時期 
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・ 終了時期については、 パ
ンフ レッ ト 等をご確認く ださ い。 保険の種類によっ ては、 新規ご加入の場
合、 保険金お支払いの対象と なら ない期間があり ますので、 詳し く はパン
フ レッ ト 等にてご確認く ださ い。

6  保険料の決定の仕組みと 払込方法等
（ 1） 保険料の決定の仕組み　
保険料はご加入いただく タ イ プ等によ っ て決定さ れます。 保険料につい
ては、 パンフ レッ ト 等をご確認く ださ い。

（ 2） 保険料の払込方法　 　
払込方法については、 パンフ レッ ト 等をご確認く ださ い。

7  満期返れい金・ 契約者配当金 
こ の保険には満期返れい金・ 契約者配当金はあり ません。

（ 金融庁ホームページ）

1  告知義務 
加入依頼書等に★や☆のマーク が付さ れた事項は、 ご加入に関する重要な
事項（ 告知事項） ですので、正確に記載し てく ださ い（ 弊社の代理店には、
告知受領権があり ま す。）。 お答えいただいた内容が事実と 異なる 場合や
告知事項について事実を記載し ない場合は、 ご加入を解除し 、 保険金をお
支払いできないこ と があり ます。
※告知事項かつ通知事項には☆のマーク が付さ れています。 通知事項に
ついては後記「 Ⅲ-1 通知義務等」 を ご参照く ださ い。 また、 ご加入後に
加入内容変更と し て補償を追加する場合も 同様に、 変更時点での下記事項
が告知事項と なり ます。

［ 告知事項・ 通知事項一覧］
☆： 告知事項かつ通知事項

●保険の対象と なる方ご本人がお仕事に従事し ている場合、 その職業・
職務等＊1

●保険の対象と なる方ご本人が加入する公的医療保険制度の有無＊2

★： 告知事項
●保険の対象と なる方ご本人の生年月日
●他の保険契約等＊3 を締結さ れている場合には、 その内容
＊1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。

＊2  医療費用補償特約をセッ ト いただいた場合のみ告知事項かつ通知
事項（ ☆） と なり ます。

＊3  こ の保険以外にご契約さ れている、 こ の保険と 全部または一部に
ついて支払責任が同一である保険契約や共済契約のこ と です。 他
の保険契約等がある場合、 そのご契約の内容によっ ては、 弊社に
て保険のお引受けができない場合があり ます。

2  ク ーリ ングオフ  
ご加入さ れる保険は、 ク ーリ ングオフ の対象外です。

3  死亡保険金受取人 
総合生活保険（ こ ども 総合補償） において、 死亡保険金受取人を 特定の
方に指定する場合は、 必ず保険の対象と なる方の同意を得てく ださ い（ 指
定がない場合、 死亡保険金は法定相続人にお支払いし ます。）。 同意のない
ままにご加入をさ れた場合、 ご加入は無効と なり ます。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、 保険の対象と なる方のご
家族等に対し 、 こ の保険へのご加入についてご説明く ださ いますよう お願
い申し 上げます。
死亡保険金受取人の指定を希望さ れる場合は、 お手数ですが、 パンフ レッ
ト 等記載のお問い合わせ先までお申し 出く ださ い。

Ⅱ　 ご加入時におけるご注意事項

1  通知義務等 
[ 通知事項]
加入依頼書等に☆のマーク が付さ れた事項（ 通知事項） に内容の変更が
生じ た場合には、 遅滞なく パンフ レ ッ ト 等記載のお問い合わせ先までご
連絡く ださ い。 ご連絡がない場合は、 お支払いする 保険金が削減さ れる
こ と があり ます。 なお、 通知事項はお引受けする 商品ごと に異なり 、 お
引受けする 商品によ っ ては、 ☆のマーク が付さ れた事項が通知事項にあ
たら ない場合も あり ま す。 お引受けする 商品ご と の通知事項は、 前記 

「 Ⅱ-1 　 告知義務 [ 告知事項・ 通知事項一覧]」 をご参照く ださ い。

[ その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての商品共通
ご加入者の住所等を変更し た場合は、 遅滞なく パンフ レッ ト 等記載のお問
い合わせ先までご連絡く ださ い。

［ ご加入後の変更］
ご加入後、 ご加入内容変更や脱退を行う 際には変更日・ 脱退日より 前にご
連絡く ださ い。 また、 保険期間中に、 本保険契約の加入対象者でなく なっ
た場合には、 脱退の手続きをいただく 必要があり ます。
ご加入内容変更をいただいてから 1 か月以内に保険金請求のご連絡をいた
だいた場合には、 念のため、 パンフ レッ ト 等記載のお問い合わせ先の担当
者に、 その旨をお伝えいただきますよう お願いいたし ます。

2  解約さ れると き  
ご加入を解約さ れる場合は、 パンフ レッ ト 等記載のお問い合わせ先までご
連絡く ださ い。
・ ご加入内容および解約の条件によっ ては、 弊社所定の計算方法で保険料

を 返還、 または未払保険料を 請求＊1 するこ と があり ま す。 返還または

請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により 異なり ます。
・ 返還する保険料があっ ても 、 原則と し て払込みいただいた保険料から 既

経過期間＊2 に対し て「 月割」 で算出し た保険料を 差し 引いた額よ り も
少なく なり ます。

・ 満期日を待たずに解約し 、 新たにご加入さ れる場合、 補償内容や保険料
が変更と なっ たり 、 各種サービスを受けら れなく なるこ と があり ます。

＊1 解約日以降に請求するこ と があり ます。
＊2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過し た期間をいいます。

3  保険の対象と なる方から のお申出による解約 
総合生活保険（ こ ども 総合補償） においては、 保険の対象と なる方から の
お申出により 、 その保険の対象と なる方に係る補償を解約できる制度があ
り ます。 制度および手続きの詳細については、 パンフ レッ ト 等記載のお問
い合わせ先までご連絡く ださ い。 また、 本内容については、 保険の対象と
なる方全員にご説明く ださ いますよう お願い申し 上げます。

4  満期を 迎えると き  
［ 保険期間終了後、 更新を制限さ せていただく 場合］
●保険金請求状況や年齢等によっ ては、 次回以降の更新をお断り し たり 、

引受条件を制限さ せていただく こ と があり ます。
●弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定し た場合

には、更新後の補償については更新日における内容が適用さ れます。この結
果、更新後の補償内容等が変更さ れること や更新できないこと があります。

［ 更新後契約の保険料］
保険料は、商品ごと に、更新日現在の保険料率等によって計算し ます。し たがっ
て、その商品の更新後の保険料は、 更新前の保険料と 異なること があり ます。

Ⅲ　 ご加入後におけるご注意事項

Ⅳ　 その他ご留意いただき たいこ と

［ 保険金請求忘れのご確認］
ご加入を 更新いただく 場合は、 更新前の保険契約について保険金請求忘
れがないか、 今一度ご確認を お願いいたし ます。 ご請求忘れや、 ご不明
な点がございまし たら 、 パン フ レ ッ ト 等記載のお問い合わせ先まですぐ

にご連絡く ださ い。 なお、 パン フ レ ッ ト 等記載の内容は本年度の契約更
新後の補償内容です。 更新前の補償内容と は異なるこ と があり ますので、
ご注意く ださ い。

1  個人情報の取扱い 
払込取扱票裏面も し く はw eb 加入サイ ト に掲載の＜個人情報の取扱いに
関するご案内＞をご確認く ださ い。
●損害保険会社等の間では、 傷害保険等について不正契約における事故招

致の発生を未然に防ぐ と と も に、 保険金の適正かつ迅速・ 確実な支払を
確保するため、 契約締結および事故発生の際、 同一の保険の対象と なる
方または同一事故に係る 保険契約の状況や保険金請求の状況について
一般社団法人日本損害保険協会に登録さ れた契約情報等によ り 確認を
行っ ており ます。 こ れら の確認内容は、 上記目的以外には用いません。

2  ご加入の取消し ・ 無効・ 重大事由による解除について
●総合生活保険（ こ ども 総合補償） で、 ご加入者以外の方を 保険の対象

と なる 方と する ご加入について死亡保険金受取人を 法定相続人以外の
方に指定する場合において、 その保険の対象と なる方の同意を得なかっ
た場合、 ご加入は無効になり ます。

●ご契約者、 保険の対象と なる方または保険金の受取人が、 暴力団関係者
その他の反社会的勢力に該当すると 認めら れた場合には、 弊社はご加入
を解除するこ と ができます。

●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・ 無効・ 解除となる場合があります。

3  ご加入手続き 等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響により ご加入手続き等を行う こ と が困難な場
合に、「 更新契約のご加入手続き 」 および「 保険料相当額の払込み」 に関
し て一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があり ます。
※ご利用いただける 特別措置の詳細につき まし ては、《 お問い合わせ先》

までご連絡く ださ い。

4  保険会社破綻時の取扱い等 
●引受保険会社の経営が破綻し た場合等には、 保険金、 返れい金等の支払

いが一定期間凍結さ れたり 、 金額が削減さ れるこ と があり ます。
●引受保険会社の経営が破綻し た場合には、 こ の保険は「 損害保険契約者

保護機構」 の補償対象と なり 、 保険金、 返れい金等は、 補償内容ごと に
下表のと おり と なり ます。

保険期間 経営破綻し た場合等のお取扱い

1 年以内
原則と し て 80 ％（ 破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が
経過する までに発生し た保険事故に係る 保険金については
10 0％） まで補償さ れます。

1 年超
原則とし て 90％まで補償さ れます。 ただし 、 破綻後に予定利
率等の変更が行われた場合には、90％を下回ること があり ます。

5  その他ご加入に関するご注意事項

●弊社代理店は弊社と の委託契約に基づき、 保険契約の締結・ 契
約の管理業務等の代理業務を行っ ており ます。

　 し たがいまし て、 弊社代理店と 有効に成立し たご契約について
は弊社と 直接締結さ れたも のと なり ます。  

●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しまし た
ら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどう かをご確認く ださい。また、
加入者票が到着するまでの間、パンフレット 等および加入依頼書控等、ご加入

内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があ
りまし たら、パンフレット 等記載のお問い合わせ先までご連絡く ださい。なお、
パンフレット 等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一
読のう え、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用く ださい。

●ご契約が共同保険契約である場合、 各引受保険会社はそれぞれの引受割
合に応じ 、 連帯するこ と なく 単独別個に保険契約上の責任を負います。
また、 幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・ 代行を行います。 引受
保険会社については、 パンフ レッ ト 裏面をご確認く ださ い。

6  事故が起こ っ たと き
●事故が発生し た場合には、 直ちにパンフ レッ ト 等記載のお問い合わせ先

までご連絡く ださ い。
●賠償責任に関する補償において、 賠償事故にかかわる示談交渉は、 必ず

弊社と ご相談いただきながら おすすめく ださ い。
●保険金のご請求にあたっ ては、 約款に定める書類のほか、 以下の書類ま

たは証拠をご提出いただく 場合があり ます。
・ 印鑑登録証明書、 住民票または戸籍謄本等の保険の対象と なる方、 保

険金の受取人であるこ と を確認するための書類
・ 弊社の定める傷害も し く は疾病の程度、 治療内容および治療期間等を

証明する保険の対象と なる方以外の医師の診断書、 領収書および診療
報酬明細書等（ 弊社の指定し た医師による診断書その他医学的検査の
対象と なっ た標本等の提出を求める場合があり ます。）

・ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載し た支払内訳書等、 弊社が支
払う べき保険金の額を算出するための書類

・ 高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・ 附加給付の支給額が確認できる書類
・ 弊社が保険金を支払う ために必要な事項の確認を行う ための同意書

●保険の対象と なる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情
があり 、 保険金の支払いを受けるべき保険の対象と なる方または保険金の
受取人の代理人がいない場合は、 保険の対象と なる方または保険金の受
取人の配偶者＊1 または3 親等内のご親族（ あわせて「 ご家族」 と いいます。）
のう ち弊社所定の条件を満たす方が、 保険の対象と なる方または保険金
の受取人の代理人とし て保険金を請求できる場合があり ます。 本内容につ
いては、 ご家族の皆様にご説明く ださ いますよう お願い申し 上げます。
＊1  法律上の配偶者に限り ます。

●保険金請求権には時効（ 3 年） があり ますのでご注意く ださ い。
●損害が生じ たこ と によ り 保険の対象と なる 方等が損害賠償請求権その

他の債権を取得し た場合で、 弊社がその損害に対し て保険金を支払っ た
と きは、 その債権の全部または一部は弊社に移転し ます。

●個人賠償責任補償特約、 借家人賠償責任補償特約において、 保険の対象
と なる方が賠償責任保険金等をご請求でき るのは、 費用保険金を除き、
以下の場合に限ら れます。
1 ．  保険の対象と なる方が相手方に対し て既に損害賠償と し ての弁済を

行っ ている場合
2 ．  相手方が保険の対象と なる方への保険金支払を承諾し ているこ と を

確認できる場合
3 ．  保険の対象と なる方の指図に基づき、弊社から 相手方に対し て直接、

保険金を支払う 場合

本確認事項は、万一の事故の際に安心し て保険をご利用いただけるよう 、ご加入いただく 保険商品がお客様のご希望に合致し た内容であるこ と 、
ご加入をいただく 上で特に重要な事項を正し く ご記入を いただいているこ と 等を 確認さ せていただく ためのも のです。 お手数ですが以下の各
質問事項について再度ご確認いただきますよう お願い申し 上げます。
なお、 ご確認にあたり ご不明な点等がございまし たら 、 パンフ レッ ト 等記載のお問い合わせ先までご連絡く ださ い。

1 ． 保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致し た内容と なっ
ているこ と をパンフ レッ ト・ 重要事項説明書でご確認く ださ い。
万一、ご希望に合致し ない場合はご加入内容を 再度ご検討く ださ い。

□保険金をお支払いする主な場合　 　 □保険期間
□保険金額、 免責金額（ 自己負担額）
□保険料・ 保険料払込方法　 　 　 　 　 □保険の対象と なる方

2 ． 加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認く ださ い。
万一、 記入漏れ、 記入誤り がある 場合は、 加入依頼書等を 訂
正し てく ださ い。 また、 下記事項に関し 、 現在のご加入内容に
ついて誤り があり まし たら 、 パンフ レッ ト 等に記載さ れている
問い合わせ先までご連絡く ださ い。

□加入依頼書等の「 生年月日」欄は正し く ご記入いただいていますか？
□学生（ 保険の対象と なる方） がアルバイ ト 等に継続的に従事さ れ

る場合は、 下記「 職種級別 B に該当する方」 に該当し ないこ と を
ご確認いただき まし たか？

 なお、「 職種級別 B に該当する 方」 に該当し た場合は付帯学総に

ご加入いただく こ と ができ ません。（ ご加入後に該当する こ と と
なっ た場合、 遅滞なく お問い合わせ先までご連絡いただき ますよ
う お願いし ます。）。

（ ＊） 各区分（ 職種級別AまたはB）に該当する職業例は下記のと おりです。
○職種級別A に該当する方：

下記の職種級別Bに該当し ない方
○職種級別Bに該当する方：

アルバイト 等で、 継続的に以下の6 業種のいずれかに従事さ れる方
｢自動車運転者」、 ｢建設作業者｣、 ｢農林業作業者｣、 ｢漁業作業者｣、
｢採鉱･ 採石作業者｣、 ｢木・ 竹・ 草・ つる製品製造作業者｣

□加入依頼書の「 他の保険契約等」欄は正しく 告知いただいていますか？

3 ． 重要事項説明書の内容についてご確認いただけまし たか？
特に「 保険金を お支払いし ない主な場合」、「 告知義務・ 通知義務等」、

「 補償の重複に関するご注意＊1」 についてご確認く ださ い。
＊1  例えば、 個人賠償責任補償特約をご契約さ れる場合で、 他に同種の

ご契約をさ れていると き等、 補償範囲が重複するこ と があり ます。

ご加入内容確認事項（ 意向確認事項）
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